
みなさんのおうちで家事は誰が１番していますか？ 

R３年度の市の「男女共同参画社会に関する市民意識調査」によると、家庭の中の家事の多くを「主に妻

や母親がしている」ことがわかりました。これからは家族みんなで家事を分担して、家庭の中での笑顔

（スマイル）を広げてみませんか？とす男女共同参画市民実行委員会と鳥栖市は共催で、男女共同参画

推進のための料理フォトコンテストを開催します。たくさんのご応募をお待ちしております。 

募集期間  令和４年７月２１日（木）～令和４年８月３１日（水） 

 

テ ー マ  家族で作るおうち料理 

（家族で楽しく料理をしている写真と完成した料理の写真の２枚セット） 

※家族（※パートナーを含む）は２人以上の人が写った写真でお願いします。 

 

 

 

 

応募資格  鳥栖市内に居住または通勤・通学している人 

 

賞 品  １等 １万円分の商品券 など 

 

審 査 ・  審査は、書類選考で実施します。結果は、賞品の発送をもって発表にかえさせていた 

結果発表  だきます。（結果は市ＨＰでもお知らせします） 

  

応募方法  指定の応募用紙（裏面）に、作品の写真を添付し必要事項をご記入の上、下記の応募   

先に郵送、メールまたは窓口にお持ちください。小中学生は、各学校へ提出してくだ 

さい。応募用紙は市ホームページからも印刷できます。 

 

選考基準  作品のＰＲ・エピソードの内容 など 

 

応 募 先  とす男女共同参画市民実行委員会 事務局（鳥栖市市民協働推進課内） 

〒841-8511 鳥栖市宿町 1118 番地 TEL：0942-85-3508 

Mail：kyoudou@city.tosu.lg.jp（メールの件名に「料理フォトコンテスト」と明記） 

【応募にあたっての注意】 

●応募書類の内容等は、応募者の了承なく本コンテスト以外の目的では使用しません。 

●インターネットにある写真は使わないでください。写真は無加工のものでお願いします。 

●写真に撮っている本人に必ず承諾を得てからご応募ください。 

●入賞作品はついては、市 HP 等で公表します。 

●応募作品は、返却しません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

主催：とす男女共同参画市民実行委員会、鳥栖市 

 

 

作品募集 

とす男女共同参画市民実行委員会＆鳥栖市 presents 

＋ ＝ 
写真は必ず２枚セット 

（１枚だと審査対象外） 

みんなで参画！ 


